
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
県
税
に
関
す
る
申
告
等
の
期
限
の
指
定 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
四
号
（
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
）
の
一

　

部
改
正 

（
観　

光　

課
）　

　

一

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

一

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
及
び
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
号

　

平
成
二
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号
（
県
税
に
関
す
る
申
告
等
の
期
限
の
延
長
）
に
お
い
て
別
に
告
示
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
日
は
、
そ
の
期
限
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
四
日
ま
で
の
間

に
到
来
す
る
も
の
（
岩
手
県
及
び
宮
城
県
の
地
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
地
域
の
い
ず
れ
か
に
住
所
、
居
所
又
は
主
た
る

事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
係
る
法
人
の
県
民
税
、
県
民
税
の
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得

割
、
法
人
の
事
業
税
並
び
に
個
人
の
事
業
税
に
係
る
も
の
（
個
人
の
事
業
税
に
あ
っ
て
は
、
申
告
に
限
る
。）
に
限
る
。）

に
つ
い
て
、
同
月
十
五
日
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

　

昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
四
号
（
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
）
第
二
号
の
表
中
「
ス
キ
ー
場
」
及
び

「
園
地　

宮
城
県
仙
台
市
（
泉
ヶ
岳
）」
の
施
設
の
規
模
を
別
紙
関
係
書
類
の
と
お
り
変
更
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月

二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

別
紙
関
係
書
類
は
、
省
略
し
、
宮
城
県
庁
（
経
済
商
工
観
光
部
観
光
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
及
び
仙

台
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

（1）　 平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2301号　　 
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県　
　
　

名

岩
手
県

宮
城
県

地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

域

宮
古
市
、
大
船
渡
市
、
陸
前
高
田
市
、
釜
石
市
、
気
仙
郡
住
田
町
、
上
閉
伊
郡
大
槌
町
及
び

下
閉
伊
郡
山
田
町

気
仙
沼
市
、
多
賀
城
市
及
び
本
吉
郡
南
三
陸
町

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
一
〇
〇
五

〇
四
一
五
二
〇
〇
二
五
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

や
さ
し
い
手
仙
台
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
吉
成

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一

丁
目
十
五
番
八
号

や
さ
し
い
手
仙
台
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
宮
城
野

仙
台
市
宮
城
野
区
出
花

二
丁
目
十
二
番
五
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護

同
行
援
護

設
置
者
名

株
式
会
社
や
さ

し
い
手
仙
台

株
式
会
社
や
さ

し
い
手
仙
台

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日



　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

１　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単

価
契
約
）　

千
十
九
ト
ン

２　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管

内
分
）（
単
価
契
約
）　

二
百
一
ト
ン

３　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単
価
契
約
）

百
六
十
三
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所　

仙
台
市
宮
城
野
区

第2301号　平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

二
百
加
入

区宮
城
県
第

十
七
加
入

区

区　
　

域

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
塩
釜

市
浦
戸
東
部
支

所
の
地
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
宮
戸

支
所
の
地
区

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
月
十
七
日

平
成
二
十
三
年

十
月
十
七
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

塩
釜
市
浦
戸
寒
風
沢
字
湊

七
十
九

長
南　

正
義

塩
釜
市
浦
戸
野
々
島
字
朴

島
家
の
上
一

川
畑　

俊
夫

東
松
島
市
宮
戸
字
室
浜
二

十
五
千
葉　

富
夫

東
松
島
市
宮
戸
字
神
ノ
前

二
十
二－
二

菊
地　
　

勇

養
殖
業
の
種
類

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

三
人

十
八
人

届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

石
巻
市
沢
田
字
沢
田
四
十
三
番

地
二

 

千
葉　

文
武

加

入

区

石
巻
地
区
加

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

縦　

覧　

場　

所

石
巻
市
渡
波
字
佐
須
九

十
八
番
地
の
二

石
巻
市
渡
波
字
佐
須
三
十
三
番

地
二

 

須
田　

政
吉

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
代
ヶ
崎
浜
字

向
田
四
十
八
番
地

 

斎
藤　

吉
勝

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
東
宮
浜
字

鶴
ヶ
湊
三
十
五
番
地

 

 
星　
　

長
一

入
区

七
ヶ
浜
町
加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

石
巻
地
区
支
所

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕

浜
字
上
ノ
山
百
十
七
番

地
の
一

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

七
ヶ
浜
支
所

免
許
取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
四

日

氏　
　

名

村
井　

芳
子

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別　

二
級
建
築
士

登　
録　
番　
号

第
二
千
百
六
十
号

免
許
取
消
し
の
理
由

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め



幸
町
四
丁
目
一
番
二
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
仙
台
銘
板
東
北
ブ
ロ
ッ
ク　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
竹
ノ
内
百
二
十
号

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
キ
タ
シ
ョ
ー　

岩
沼
市
相
の
原
三
丁
目
一
番
六
号

３　

一
の
３
の
購
入
物
品　

日
本
ハ
イ
ウ
エ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
仙
台
支
店　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
四
丁
目

十
二
番
十
二
号

五　

落
札
金
額

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

十
四
円
五
十
六
銭
三
厘
五
毛
（
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
）

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

十
九
円
四
十
二
銭
五
厘
（
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
）

　

３　

一
の
３
の
購
入
物
品　

四
十
四
円
十
銭
（
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

１　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単

価
契
約
）　

千
四
百
四
十
五
ト
ン

２　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単
価
契

約
）　

五
十
八
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所　

柴
田
郡
大
河
原

町
字
南
一
二
九
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

丸
山
株
式
会
社　

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
杉
ヤ
ラ
十
二
番
五
号

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
ハ
イ
ウ
エ
イ
と
う
ほ
く　

仙
台
市
泉
区
永
和
台
三
十
五
番
一
号

五　

落
札
金
額

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

十
三
円
八
十
六
銭
（
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
）

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

四
十
五
円
十
五
銭
（
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日

（3）　 平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2301号　　 


